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令和８年度石川県脱炭素先行地域構築支援業務委託 

プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本業務は、令和８年２月に環境省の脱炭素先行地域に選定された「能登半島地震を

踏まえた災害レジリエンス強化と被災地の復興加速」の事業実施にあたり、本県に対

し計画的かつ必要な支援を行うことを目的とする。 

事業を円滑かつ効率的に実施するために、専門的な知識・経験等を有する業者から

の提案を広く公募し、提案者の実施能力、提案内容を総合的に評価するプロポーザル

方式によって業務委託候補者を選定する。 

 

※ この実施要領に基づく選定は、業務を実施するにあたり、優先的に契約を締結す

る権利を持つ者を選定するためのものである。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名 

令和８年度石川県脱炭素先行地域構築支援業務委託 

（２）業務内容 

   本業務委託仕様書（以下、「仕様書」という。）のとおり。 

（３）委託期間 

   契約締結日から令和９年２月２６日（金）まで 

（４）委託上限額 

   15,000,000円（消費税及び地方消費税を含む。）を上限とする。 
 

※ この額は、プロポーザル実施にあたり、応募者に提示する事業費の上限額であり、 

予定価格については、プロポーザルによる業者選定、仕様書等の協議後、改めて

設定する。 

 

３ スケジュール 

令和８年６月１９日（金）  実施要領等の公表（公募開始） 

令和８年７月７日（火）   質問書及び参加申出書兼誓約書提出期限 

令和８年７月１３日（月）  企画提案書提出期限 

令和８年７月中旬      内容確認、書面審査・選定審査会（書面審査） 

令和８年７月下旬以降    受託者決定・契約締結 

 

４ 担当部局 

石川県生活環境部 カーボンニュートラル推進課  
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脱炭素地域づくりグループ（担当：高山、嶺村） 

 

 住 所：９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１丁目１番地 

 ＴＥＬ：（０７６）２２５－１５２９  

 ＦＡＸ：（０７６）２２５－１４７９ 

 Ｅ-mail：cn1@pref.ishikawa.lg.jp 

 

５ 参加資格  

次に掲げる条件の全てに該当する者であること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者 

であること。  

（２）法人格を有する者であること。 

（３）石川県財務規則（昭和 38年石川県規則第 67号）第 111条第 2項の規定による資 

格者名簿（以下「資格者名簿」という。）に登録されている者又は契約締結の日ま 

でに資格者名簿に登録される者であること。 

（４）石川県から競争入札の指名停止または見積り合わせへの参加排除を受けて、参加

申込書及び企画提案書受付期間において、指名停止または参加排除期間中にある者

でないこと。 

（５）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生手続開始の

申立て、民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条の規定に基づく民事再生 

手続開始の申立て又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）に基づく破産手続開始の 

申立てがなされていない者であること。 

ただし、会社更生法に基づく更正手続開始、又は民事再生法に基づく再生手続開

始の決定を受けている者は、申立てがなされていないものとみなす。  

（６）次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。 

 ア 役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支 

店若しくは常時契約を締結する事務所を代表する者をいう。以下、同じ。）が暴力 

団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3法律第 77号）第 

2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者  

イ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2条第 2号に規定す 

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者  

ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を  

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしている者 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな 

ど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者  

オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者 
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（７）参加申込日の１ヶ月前までに納期限の到来した県税（個人県民税を除く。）及び

消費税を完納している者であること。  

（８）仕様書に定める業務を確実に実施することができる者であること。  

（９）過去５年間に（令和３年度から令和７年度）において、国・地方公共団体又はそ

の他の公共団体が発注する地球温暖化対策実行計画及び脱炭素先行地域計画又は

それに類する計画の策定支援や実行支援に関連する業務などを３件以上受注し、業

務を完了した実績を有していること。 

 

６ 受託者の選定・契約方法  

（１）選定方法  

公募型プロポーザル方式とする。応募書類による審査を行い、最も優れた提案を

行った者を、受託候補者として選定する。  

（２）契約の方法  

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とし、石川県財務

規則第１３０条第２項第３号の規定により単独見積とする。  

（３）契約に当たっての留意事項  

石川県と受託者との委託契約については、事前に仕様書で双方の意思確認を行う。 

 

７ 質問書  

実施要領や仕様書等について疑義がある場合は、質問書（様式第１号）に記入し、

電子メールで送信すること。面接又は電話による質問は一切受け付けない。  

なお、送信後必ず電話で到達確認を行うこと。担当部局は確認後、受信した旨のメ

ールを返信する。  

（１）提出期限  

令和８年７月７日（火）  

（２）受付時間  

平日 ９：００～１７：００  

（３）提出先  

「４ 担当部局」記載のアドレスに提出すること。  

（４）質問への回答  

質問書に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるも

のを除き、随時、石川県ホームページ内にて公開する。  

 

８ 参加申出書兼誓約書  

参加希望者は、参加申出書兼誓約書（様式第２号）及び添付書類を電子メールで提

出すること。なお、送信後必ず電話で到達確認を行うこと。担当部局は確認後、受信
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した旨のメールを返信する。  

（１）添付書類（全て PDFで提出）  

① 会社概要（様式第３号）  

② 定款  

③ 役員等名簿（様式第４号）  

④ 法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（提出日の３か月前以内に発行された 

もの、写し可） 

⑤ 国税納税証明書（提出日の１ヶ月前以降に発行された、証明税目を「消費税及 

び地方消費税」とするもの、写し可） 

⑥ 県税納税証明書（提出日の１ヶ月前以降に発行された、証明税目を「県税全般」 

とするもの、写し可） 

⑦ 財務諸表（直前決算の貸借対照表、損益計算書）  

（２）提出期限  

令和８年７月７日（火） 

（３）受付時間  

平日 ９：００～１７：００  

（４）提出先及び提出方法  

「４ 担当部局」記載のアドレスに電子メールにより提出すること。  

ファイル形式は PDFとし、１通のメールのサイズは 10MB未満とすること。  

なお、送信後必ず電話で到達確認を行うこと。担当部局は確認後、受信した旨の

メールを返信する。  

 

９ 企画提案書等  

応募者は、企画提案書及び添付書類を下記により作成し提出すること。  

※内容によっては追加書類の提出を求めることがある。  

（１）企画提案書  

① 表紙に「令和８年度石川県脱炭素先行地域構築支援業務委託」と記載し、提  

  出年月日、応募者の名称・所在地・代表者氏名を記載すること。（任意様式）  

② 内容は、本要領及び仕様書に基づいた提案内容とすること。  

③ 「１０（１）」に示す審査基準を参考に作成すること。  

④ 次の項目を盛り込んで作成すること。（記載順序は任意）  

ア 応募者の概要  

イ 企画・業務内容  

ウ スケジュール 

エ 本業務の実施体制（責任者氏名を含む）、人員体制、スタッフの役割  

オ 応募者の持つ強み、実績等  
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カ 経費見積額  

※ 見積書は自社様式で可。ただし、業務項目ごとの内訳を記載すること。  

※ 委託上限額の範囲内で作成すること。 

（２）添付書類  

過去５年間の同種業務の実績（様式第５号）  

※パンフレット、実績報告書等がある場合は、併せて添付すること。  

（３）提出期限  

令和８年７月１３日（月）  

（４）受付時間 

平日 ９：００～１７：００  

（５）提出先及び提出方法  

「４ 担当部局」記載のアドレスに電子メールにより提出すること。  

ファイル形式は PDFとし、１通のメールのサイズは 10MB未満とすること。  

なお、送信後必ず電話で到達確認を行うこと。担当部局は確認後、受信した旨の

メールを返信する。 

（６）注意事項  

ア 提出書類は、原則としてＡ４サイズとすること。  

イ 提出する企画提案書については提案者名の記載があるもの及び提案者名の記載

がないものをそれぞれ提出すること。 

ウ 再委託先がある場合は、「（１）④エ 業務実施体制」において、その所在地、名

称、代表者氏名、業務内容を記載し、「（１）④カ 経費見積額」の内訳に再委託

金額を記載すること。 

なお、記載が必要な再委託の範囲は、次の区分における（ⅱ）に限る。  

（ⅰ）「業務の主たる部分」（業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決 

定及び技術的判断等）…再委託を行うことはできない。  

（ⅱ）「業務の主たる部分」及び「軽微な業務」を除く業務…再委託に際し、発注 

者の承諾を要する。  

（ⅲ）「軽微な業務」（コピー、ワープロ、印刷、製本、トレース、資料整理、計算

処理、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入、会場借上等） 

…再委託に際し、発注者の承諾を要さない。  

エ 本要領及び仕様書に示す業務委託の目的・趣旨を達成するため、委託上限額の

範囲でできうる限りの提案をすること。また、応募者の専門性を生かした提案

に努めること。 

 

１０ 企画提案書の審査  

（１）審査方法及び基準  
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ア 企画提案書の審査については、事務局において書面にて実施する。ただし、審査

する上で必要が生じた場合にヒアリング等を実施することがある。  

イ 企画提案書等の内容に基づき、次の評価項目について、複数人の審査員による審

査を行い、結果、内容が最も優れた提案を行った者を受託候補者として選定する。 

ただし、審査会で審査した結果、その平均評価点が 100点満点中 60点に達しない

場合は選定しないものとする。 

（２）審査結果の通知  

受託候補者には、選定決定通知を書面にて行う。  

また、受託候補者以外の者に対しては、非選定決定通知を書面にて行う。 

※ 審査内容については、公表しない。  

 

１１ 委託契約の締結  

県は、受託候補者と別途協議を行い、協議が整った場合は、 候補者から改めて見

積書を徴収し、見積書の内容を精査の上、随意契約により契約を締結する。 

なお、仕様書については、受託候補者の決定後、県と候補者との間の協議により

確定するものとし、内容が一部変更となる場合がある。  

評価項目 配点 

1 ●業務実施体制 

・本業務を迅速かつ正確に実行するための体制・人員が確保されてい

るか 

10 

2 ●業務経験・実績 

・本業務を遂行できるだけの実績やノウハウを有しているか 

15 

3 ●財務状況 

・健全な財務状況にあるか。 

（直近の営業利益率、流動比率、自己資本比率等） 

5 

 

4 ●業務への理解度 

・本業務への目的や内容が十分に理解されているか 

15 

 

6 ●提案内容 

・着眼点・分析力が優れているか 

・独創性・先進性がある内容となっているか 

・具体的かつ現実的な工程となっているか 

・具体的な推進体制等が提案されているか 

50 

7 ●必要経費の積算根拠の妥当性 

・必要な経費が計上されているか 

・適正かつ妥当な見積価格となっているか 

5 

合計 100 
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また、当該候補者として選定された者と協議が整わない場合は、次点の提案者と

して評価した参加者と協議のうえ、契約を締結する場合がある。 

 

１２ その他  

（１）手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨によるものとする。  

（２）一度提出のあった書類については、原則として差し替えを認めない。  

（３）提出された提案書は、業務関係資料の保存のため、返却しない。  

（４）企画提案書の作成、提出及び選考に要する一切の費用は、提出者の負担とする。  

（５）提案内容の著作権は応募者に帰属するが、受託者の選定のため、提出された提案

書の写しを主催者が作成し、使用することがある。  

（６）県民等から情報公開の請求に応じて、企画提案書等の情報開示を行う場合がある。 

（７）企画提案に際しては、業務委託先として採用されないこともある点に十分注意の

うえ、関係者とトラブルがないようにすること。  

（８）次の事項に該当する場合は、無効又は失格となることがある。  

ア 関係書類の提出方法、提出先又は提出期限が守られなかったとき。  

イ 関係書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないとき。  

ウ 関係書類に記載すべき事項以外の内容が記載されているとき。  

エ 申請書に虚偽の内容が記載されているとき。  

オ 参加する資格のない者が提案したとき。 

カ その他、委託者の判断で審査を行うにあたって不適当と認められるとき。  

（９）企画審査で最高位の評価を受けた者が、参加要件を満たしていない場合は、契約

締結ができないので注意すること。（この場合、次順位の者と契約を締結する。）  

（10）参加申請手続きを行った後、都合により企画提案に参加しないこととなった者は、

参加辞退届（任意様式）を提出すること。  

（11）本公募で知り得た内容については、無断で使用しないこと。  

（12）受託者は、受託者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせること

ができない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、委

託者と協議の上、業務の一部を委託することができるものとする。 

 


